
 
 
 

東海大学 
高度救命救急センター 

 
Vascular IVR認定医 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.	 はじめに 
 

東海大学高度救命救急センターVascular IVR認定医資格 

Vascular IVR認定医を申請するものは次に定めるすべての資格を有

する必要がある。 

１）日本国の医師免許を有すること。 

２）救急科専門医であること。 

３）東海大学高度救命救急センターにおいて２年以上の IVR研修を

行っていること。 

４）Surgery/Interventional radiologyカンファレンスに参加して、常時

診療および教育の発展に寄与していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２.	 研修実績 

� 動脈塞栓術	 100例（術者 30例、頭頸部 2例、胸部 5例、腹部・

骨盤部 20例は必須） 

 

� 血管形成術	 10例 

 

� IVCフィルターまたは CV留置	 40例 

 

� REBOA	 2例 

 

� PCPS挿入	 2例 

 
 
 
 
 

3.	 IVRに関する学術論文または学会発表 

学術論文または学会発表	 合計 2篇 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.	 Vascular IVR認定医制度規約・細則 

第一章	 細則 

 

第 1条	 目的 

１）この制度は IVRの進歩に即応し、生命倫理に配慮した血管 IVR

認定医の養成を図ることにより、IVRの健全な向上発展を促す。 

２）安全性の向上。 

３）目標を明確にすることで興味を促し、達成感を持つことができ

る。 

 

第 2条	 規約の施行 

東海大学高度救命救急センター認定制度規約の資格認定の施行にあ

たり、本規約に定められた規定に従うものとする。 

 

第 3条	 規約の適用 

この規約は認定医の認定において適用する。 

 

第二章	 委員会 

第 4条	 委員会の設置 



前条の目的を達成するために認定医による認定医制度委員会をおき、

認定医制度全体の統括、規約、規制を制定する。認定医制度委員会

は円滑に遂行するために、必要に応じて各種小委員会を設置しこれ

らの会に委員を置く。少委員会の設置および委員は委員長が委託決

定する。 

 

第三章	 認定医の資格認定 

第 5条 

資格認定は 3人以上の認定医の合意をもって行う。 

 

第四章	 認定医の申請資格 

第 6条	 申請資格 

IVR認定を申請するものは次に定めるすべての資格を有する。 

１）日本国の医師免許を有すること。 

２）救急科専門医であること。 

３）東海大学高度救命救急センターにおいて２年以上の IVR研修を

行っていること。 

４）Surgery/Interventional radiologyカンファレンスに参加して、常時

診療および教育の発展に寄与していること。 



 

第五章	 認定医の認定方法 

第 7条	 審査 

１）認定医として十分な内容の経験を有すること。 

２）認定医として十分な内容の学術研究を行っていること 

３）試験において高い評価が認められること。 

４）Surgery/Interventional radiologyカンファレンスへの参加など、常

時診療および教育の発展に寄与していること。 

 

第 8条	 試験 

年一回施行 

 

第 9条	 認定証の交付 

認定医に対して、認定医証を交付する。 

 

第六章	 認定医の資格喪失 

第 10条	 資格喪失 

１）死亡あるいは本人より資格取り消しが申請された場合。 

２）認定医申請資格が満たされなくなった場合。 



３）認定医資格の停止が東海大学高度救命救急センターより報告さ

れ、会議にて議決された場合。 

 

第七章	 付則 

第 11条	 本規約は 2019年 12月 13日をもって発行する。 

第 12条	 本規約の細則は適宜改定することができる。 

第 13条	 審査の結果認定医に認定された者の氏名は東海大学高度救

命救急センターのホームページに記載される。 

 
 


